
目

次

規

則

○
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

訓

令

○
青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務

の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
活
力

振

興

課
）
…
三

告

示

○
登
録
販
売
者
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
三

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
四

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
基
本
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
四

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
四

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

規

則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
の
総
括
表
の
②
中
「疾

病
，
先
天
性
，
そ
の
他
（

）

」
を
「自

然
災
害
，
疾
病
，
先
天
性
，
そ
の
他
（

）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
肢
体
不
自
由
の
状
況
及
び
所
見

の
関
節
可
動
域
（
Ｒ
Ｏ
Ｍ
）
と
筋
力
テ
ス
ト
（
Ｍ
Ｍ
Ｔ
）
の
表
中
備
考
及
び
注
以
外
の
部
分
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
第
四
号
様
式
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
の
診
断
に
係
る
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
診
断
に
係

る
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任

等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の

委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任

等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
）
及
び
」
を
「
。
以
下
「
補
助
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
」
を
「
補
助
規
則
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

三

平
成
三
十
年
度
青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
三
十
年
五
月

七
日
制
定
）
に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
補
助
規
則
及
び
同
要
綱
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
九
号

平
成
三
十
年
登
録
販
売
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一

号
）
第
百
五
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
九
日
（
水
）

２

場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
一
二

青
森
中
央
学
院
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
（
水
）
か
ら
同
年
七
月
三
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ

る
場
合
は
、
書
類
が
完
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と

す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
の
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
（
保
健
所
）
及
び
青

森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
九
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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青
森
県
告
示
第
四
百
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
弘
前
豊
徳

会

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
就
労
継
続
支

援
Ａ
型
サ
ン

タ
ハ
ウ
ス
弘

前

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

平
成
三〇･
六･
一

青
森
県
告
示
第
四
百
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
さ

く
ら
の
杜

弘
前
市
大
字
福
田

一
丁
目
二
の
一

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
田
舎
館
農
房
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
大
曲
字
村

元
二
二
の
一

平
成
三〇･
五･三一

青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
名
情
報
）
「
住
居
表
示
住
所
」
整
備
業
務
）

二

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

青
森
県
告
示
第
四
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
五
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

お
い
ら
せ
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
九
月
九
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
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九
号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十

九
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
お
い
ら
せ
町
秋
堂
、
木
崎
、
彦
七
川
原
、
間
木
、
中
下
田
、
立

蛇
、
中
平
下
長
根
山
、
西
下
谷
地
、
松
原
一
丁
目
、
新
助
川
原
、
牛
込
平
、
下
前
田
、
上
前

田
、
東
下
川
原
、
新
田
、
堀
ノ
内
、
東
下
谷
地
、
千
刈
田
、
黒
坂
谷
地
、
一
川
目
一
丁
目
、
一

川
目
二
丁
目
、
一
川
目
四
丁
目
、
二
川
目
一
丁
目
、
二
川
目
二
丁
目
、
二
川
目
三
丁
目
、
二
川

目
四
丁
目
、
深
沢
一
丁
目
、
深
沢
二
丁
目
及
び
沼
端
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

平
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

外
ヶ
浜
町
役
場

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
広

田
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

白
戸

勝
一

五
所
川
原
市
大
字
七
ツ
館
字
鶴
ケ
沼
一
八
八

平
成
三〇･
四･
九

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
五

所
川
原
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

岩
谷

博

小
野

孝
幸

高
橋

光
明

渡
辺

光
義

奈
良

孝
男

鹿
内

清
榮

宮
本
嘉
四
太
郎

木
村

一
彦

坂
本

春
義

笠
井

健
一

五
所
川
原
市
字
幾
島
町
五
七

〃

大
字
鶴
ヶ
岡
字
川
袋
一
七
七
の

四〃

大
字
藻
川
字
村
崎
六
九
四
の
二

〃

〃

〃

六
六
一
の
一

〃

大
字
田
川
字
藪
里
一
三
七
の
二

〃

大
字
湊
字
船
越
二
三
四
の
二

〃

字
下
平
井
町
四
七
の
一

〃

大
字
高
瀬
字
一
本
柳
一
五
八

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
一
本
木
一
二

〇
の
二

五
所
川
原
市
大
字
長
橋
字
広
野
二
九
七
の
一

平
成
三〇･
五･一二就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

宮
本
嘉
四
太
郎

長
尾

則
昭

岩
谷

博

小
野

孝
幸

奈
良

孝
男

高
橋

光
明

鹿
内

清
榮

笠
井

健
一

渡
辺

光
義

坂
本

春
義

〃

字
下
平
井
町
四
七
の
一

〃

大
字
鶴
ヶ
岡
字
鎌
田
二
六
一
の

一〃

字
幾
島
町
五
七

〃

大
字
鶴
ヶ
岡
字
川
袋
一
七
七
の

四〃

大
字
田
川
字
藪
里
一
三
七
の
二

〃

大
字
藻
川
字
村
崎
六
九
四
の
二

〃

大
字
湊
字
船
越
二
三
四
の
二

〃

大
字
長
橋
字
広
野
二
九
七
の
一

〃

大
字
藻
川
字
村
崎
六
六
一
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
一
本
木
一
二

〇
の
二

三〇･
五･一一退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴

沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

長
谷
川

伸

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
今
須

一
五
四
の
一
一
五

平
成
三〇･
四･
六

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

岩
木
川
左
岸
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

岩
木
川
左
岸
地
区
か
ん
が
い
排
水
事
業

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
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